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■ 主旨

 2020 年 3 月 19 日、金融庁は「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁

長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正を公表しました。

 今回の改正は、2019年 12月 31日までに企業会計基準委員会（ASBJ）が公表した企業会計基準および国際会

計基準審議会（IASB）が公表した国際会計基準を追加するものです

 原文については、金融庁のウェブサイトをご覧ください。

連結財務諸表規則第 1 条第 3 項および財務諸表等規則第 1 条第 3

項に規定する企業会計の基準の指定 

ASBJ が 2019 年 2 月 1 日から 2019 年 12 月 31 日までに公表した以下の会計基準を、連結財務諸表規則第 1 条第

3 項および財務諸表等規則第 1 条第 3 項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準とする改正が行

われています。 

 企業会計基準第 30 号「時価の算定に関する会計基準」（2019 年 7 月 4 日公表）

 企業会計基準第 9 号「棚卸資産の評価に関する会計基準」（2019 年 7 月 4 日公表）

 企業会計基準第 10 号「金融商品に関する会計基準」（2019 年 7 月 4 日公表）

連結財務諸表規則第 93 条に規定する指定国際会計基準の指定 

IASB が 2019 年 1 月 1 日から 2019 年 12 月 31 日までに公表した以下の国際会計基準を、連結財務諸表規則第 93

条に規定する指定国際会計基準とする改正が行われています。 

 国際財務報告基準(IFRS)第 9 号「金融商品」（2019 年 9 月 26 日公表）

 国際会計基準(IAS)第 39 号「金融商品：認識及び測定」（2019 年 9 月 26 日公表）

 国際財務報告基準(IFRS)第７号「金融商品：開示」（2019 年 9 月 26 日公表）
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適用時期 

2020 年 3 月 19 日付で官報に掲載され、同日から適用されます。 

 
注 

1 企業会計基準第 30 号「時価の算定に関する会計基準」等の概要については下記をご参照ください。 

企業会計基準第 30 号「時価の算定に関する会計基準」および企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の

適用指針」等の公表（ASBJ）（日本基準のトピックス第 378 号） 

 

2 IFRS 第 9 項「金融商品」等の概要については下記をご参照ください。 

2019/09/26 IASB が金利指標改革に対応するためのヘッジ会計の修正を公表【速報】 
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